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１ はじめに 

 

団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年頃には少子高齢化がピークを迎えます。高齢

者の住み慣れた地域での生活を支えるための支援や、介護予防の充実を図ることが一層求

められることになります。いわゆる「地域包括ケアシステム」の構築です。 

この実現には、地域のニーズに応じて、地域住民やボランティア、事業者、行政が連携

する、支え合い、助け合い活動を推進する仕組みづくりが必要です。そのために、平成２

７年度から市社会福祉協議会の各支部に「生活支援コーディネーター」を１名ずつ配置し、

既に配置されている地域福祉活動専門員と一体となって、全市合わせて１２名で様々な活

動を行っているところです。 

また、平成の時代は多くの災害に見舞われ、昨年も大阪北部地震や７月豪雨災害等が発

生して各地に甚大な被害をもたらしました。兵庫県を直撃した９月の台風２１号では市内

においても大きな被害が発生したのは記憶に新しいところです。 

 こうした災害時に活きてくるのは、身近な地域のコミュニティがしっかり整っているこ

とです。そのためには住民と関係機関等との顔の見える関係のうえに築かれる日頃の活動

や取り組みが非常に大切になってまいります。また、これらには平時からの様々な取り組

みの積み重ねが問われてきます。 

 そうした意味において、地域福祉活動専門員の“あゆみ”の蓄積こそが、災害時の活動

の土台づくりともなります。 

 災害時には、行政や公共サービスの様々なシステムが機能停止する事態も想定されるな

か、各地域で住民が主体的に行動し、多様なニーズを発見して臨機応変に対応し、適切な

支援につなげていくことが求められます。これは、日頃進めている地域福祉活動が災害対

応とくに要援護者支援に通ずるもので、冒頭に申し上げた「地域包括ケアシステム」構築

の根幹をなすものともいえます。 

 本報告書では、各支部において地域福祉活動のコーディネート役としての役割を発揮す

べく取り組んだ具体的事例や、地域福祉活動専門員が取り組んでいる様々な業務の１年間

の統計とその分析を盛り込んでおり、今後の地域福祉の推進のための方向性と、どのよう

にして進め、広めていくかを検討する契機となることを期待しております。 

地域福祉活動専門員の活動の“あゆみ”が、当事者・住民の主体性を原動力としながら、

生活課題を抱えながらも一人ひとりが地域の一員として自分らしく暮らせる、住みよいま

ちづくりとつながっていくよう、引き続き関係の皆さまにご支援ご協力をお願い申し上げ

ます。 

 

                 平成３１年２月 

社会福祉法人尼崎市社会福祉協議会 

理事長  松 井  定 雄 
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２ 地域福祉活動専門員（兼生活支援コーディネーター）とは 

 
高齢者や障がい者、子育て世帯をはじめとする住民ニーズが多様化、複雑化して

いるとともに、日常生活の中で支援を必要としながらも、そのニーズに対応する制度が

存在しないなどの、いわゆる「制度の谷間・狭間の課題」を抱えたまま、潜在化している

人もいます。 

 そうした課題に対応するため、より身近な地域での支え合い活動を推進する地域福

祉推進の専門職として、「地域福祉活動専門員」（生活支援コーディネーターを兼務）

を 6 支部事務局に 2 人ずつ、合計 12 人配置し、地域の身近な相談窓口として地域の

活動等の支援を行っています。 

 地域福祉活動専門員の取組みを概括すると、地域の生活課題やニーズを発見し、

受け止め、地域住民や関係機関と協力しながら、地域における支え合いの仕組みづく

りや地域での生活を支えるネットワークづくりを行うものです。 

 

 地域福祉活動専門員の取組み項目を示すと以下のとおりです。 

 

＜地域福祉活動専門員の役割＞ 

（1）市民に対する地域福祉活動の理解促進に向けた啓発 

（2）担い手の確保・育成及び担い手と地域福祉活動を結びつける事業 

（3）地域福祉活動（見守り活動を含む）の立ち上げ支援 

（4）地域福祉のネットワーク形成に向けた支援 

（5）地域福祉会議の設置及び運営支援 

（6）地域福祉活動グループの組織化及び活動支援 

（7）地域福祉活動計画の策定に向けた支援 

（8）地域の要援護者に対する個別援助支援 

（9）災害時要援護者の支援体制の基盤づくり 

 
 
 
 

 
 
































